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令和3年度一般会計補正予算（専決第5号）について

（令和3年10月28日専決処分）

一 補正予算の概要

今回の補正予算は、令和 3年産米の価格下落の影響を受ける稲作農家の経営の安定を図るため、農協等が

融資する経営資金に対して利子補給するのに要する経費について、所要の予算措置を講ずることとした。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内中小企業者等に対して給付している「青森県中

小企業者等事業継続支援金」について、給付見込額の増加に係る所要額を計上することとした。

二 一般会計予算の規模

(1) 令和 3年度現計予算額 758,087,728 千円

(2) 今回の補正予算額（専決第 5号） 3,483,156 千円

(3) 令和 3年度予算累計額 761,570,884 千円

(4) 令和 2年度同期予算額 788,907,639 千円

(3)(5) 対前年度同期比 ×100 96.5 ％
(4)

三 一般会計補正予算の歳入

今回の補正予算の財源としては、歳出との関連において、国庫支出金 9億7,823万 5千円を計上したほか、

普通交付税25億492万 1千円を計上した。

四 一般会計補正予算の歳出

今回の補正予算に計上した歳出の内容は、次のとおりである。
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（単位：千円）

部 局 名 事 業 名 事 業 費 説 明

農林水産部 米価下落減収対策資金利子 1,672 令和 3 年産米の価格下落の影響を受ける稲作農家

補給費補助 （新規） 債務負担 の経営の安定を図るため、農協等が融資する経営資

行為設定 金に対して利子補給するのに要する経費

額 融 資 枠 20億円

34,721 補助金交付先 農協等

負担区分（農協が融資する場合）

※農協以外の融資機関が低利子で融資する場合、

県は0.5％を限度に補助する

商工労働部 中小企業者等事業継続支援 3,481,484 新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経

金給付事業費 営状況の中で事業継続に取り組む県内中小企業者等

に対し、支援金を給付するのに要する経費

○中小企業者等事業継続支援金給付事業費補助

3,377,700

補助金交付先 商工団体等

補 助 率 10/10

支援金給付額 法人60万円、個人事業主30

万円

○中小企業者等事業継続支援金給付事業事務費補

助 86,587

補助金交付先 商工団体等

補 助 率 10/10

○県推進事業費 17,197

（現計6,515,937 → 補正後9,997,421）
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